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令和３年１２月３日 

保 健 福 祉 政 策 部 

臨時特別給付担当課 

 

 

子育て世帯及び住民税非課税世帯への臨時特別給付について 

 

１．主旨 

  令和３年１１月１９日に国が閣議決定をした「コロナ克服・新時代開拓のための経済

対策」を受け、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯につい

て、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、「（仮称）子育て世帯に対す

る給付」を実施するとともに、生活・暮らしの支援を行う観点から、「（仮称）住民税非

課税世帯に対する給付金」を支給する。 

  なお、国が示す給付事業のうち、下記「２．（１）①」の事業について、先行して実

施する。 

 

２．国が示す給付事業の概要 

（１）（仮称）子育て世帯に対する給付 

  児童を養育している者の年収が９６０万円以上※の世帯を除き、０歳から高校３年生

までの子どもたちに１人当たり１０万円相当の給付を行う。 

※扶養親族等が児童２名と年収１０３万円以下の配偶者の場合の目安 

 

  ①令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）（以下「子育て世帯への臨 

時特別給付金」という。） 

子ども１人当たり５万円の現金を迅速に支給することとし、その際、中学生以下の

子どもについては、児童手当の仕組みを活用することで、「プッシュ型」で年内に支給

を開始する。 

 

②（仮称）子育て世帯に対する給付のうち、５万円相当のクーポンを基本とした給付 

上記①に加え、来年春の卒業・入学・新学期に向けて、子育てに係る商品やサービ

スに利用できる、子ども１人当たり５万円相当のクーポンを基本とした給付（地方自

治体の実情に応じて、現金給付も可）を行う。 

 

（２）（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金 

住民税非課税世帯に対して、１世帯当たり１０万円の現金を給付する。 

 

３．「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象者 

（１）令和３年９月分の児童手当の支給を受けている方で、児童手当所得制限額未満※ の 

方【Ａ】 

  ※扶養親族等が児童２人と年収１０３万円以下の配偶者の場合、年収の目安が約９６

０万円未満 

（２）基準日（令和３年９月３０日）において区に在住しており、平成１５年４月２日か

ら平成１８年４月 1 日の間に生まれた児童を養育する方で、児童手当所得制限額未

満の方【Ｂ】 

（３）令和３年１０月１日以降令和４年３月３１日までに生まれた児童を養育する方で、 
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児童手当所得制限額未満の方【Ｃ】 

 

４．「（仮称）子育て世帯に対する給付」のうち、５万円相当のクーポンを基本とした給付

及び「（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金」 

   国からの通知が発出され次第、速やかに事務を進める。 

 

５．区における「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象世帯数  

５７，０００世帯（見込） ※支給対象児童数 ８５，５７３名（見込） 

（内訳）上記【Ａ】の方 ４３，８００世帯（見込） 

    上記【Ｂ】の方 １６，３００世帯（見込） 

    上記【Ｃ】の方  ３，６００世帯（見込） 

   （内訳【Ｂ】【Ｃ】に該当する世帯には、【Ａ】に該当する世帯が含まれるため、 

    合計世帯数は一致しない。 

 

６．「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給額等及び事務経費 

（１）支給額   ４，２７８，６５０千円（見込） ＊全額国庫補助（10／10） 

    児童１人につき      ５万円 

 

（２）事務経費    １３５，９７５千円（見込） ＊全額国庫補助（10／10） 

     

７．「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給方法 

  上記【Ａ】【Ｃ】の支給対象者は、新たな申請書の提出は必要なく、受給者の児童手

当振込口座に振り込む。ただし、区内に居住する公務員については、申請書等の提出が

必要となる。 

  上記【Ｂ】の支給対象者は、申請書等の提出が必要となる。ただし、弟妹が【Ａ】の

支給対象児童となっている支給対象者については、申請書の提出は必要ない。 

   

８．「子育て世帯への臨時特別給付金」予算額  

４，４１４，６２５千円（見込） 

   必要額を令和３年第４回定例会（第６次補正予算）に提案する。 

 

９．「子育て世帯への臨時特別給付金」に係る今後のスケジュール（予定） 

 令和３年１２月３日   区ホームページに給付事業の概要を掲載 

     １２月中旬 【Ａ】の支給対象者へ案内通知等の送付、 

受領拒否申出者への届書送付 

１２月下旬 【Ａ】の支給対象者へ支給 

【Ｂ】及び【Ａ】のうち公務員である支給対象者へ案内通知等 

の送付、随時申請受付、審査、支給 

           【Ｃ】の支給対象者については、児童手当の認定に併せ、随時、

案内通知等の送付、受領拒否申出者への届書送付、支給 

 令和４年 ２月末  【Ｂ】及び【Ａ】のうち公務員である支給対象者の申請期限 

 


